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埼玉県 さいたま市
教育委員会事務局 学校教育部 学
事課 048-829-1647 kyoiku-gakuji@city.saitama.lg.jp

http://www.city.saitama.jp/003/002/003/p
000694.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ 英語、中国語の配布資料を作成 ○ ○ ○

・前年度において就学援助を受給してい
た世帯に対し、教育委員会から申請書を
配布
・各学校で制度案内を配布後、希望者に
各区役所区民課窓口において申請書を配
布

埼玉県 川越市 教育総務部教育財務課財務担当 049-224-6083
kyoikuzaimu@city.kawagoe.saitama.
jp

http://www.city.kawagoe.saitama.jp/kosod
atekyoiku/teate_jose/sonota/syuugakuenjy
o.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・申請書には年間所得の目安額を記載して
いる。
・転入者には必ず就学援助制度のお知ら
せを渡している。 ○ ○

・前年度において就学援助を受給してい
た世帯で受付期間を過ぎても未申請の世
帯に対し、教育委員会から申請書を郵送

埼玉県 熊谷市 教育総務課 048-524-1111 kyoikusomu@city.kumagaya.lg.jp http://www.city.kumagaya.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・就学時健康診断時に配布（新１年
生）。
・オ 毎年度の進級時ではなく、10月に配
布。 ○

埼玉県 川口市 学校教育部指導課 048-259-7663
210.02000@city.kawaguchi.saitama.
jp

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/kenko_ka
igo/seikatsuniokomarinokata/11292.html ○ ○ ○ ○ ○

入学説明会及び年度当初に配付する「就
学援助のお知らせ」を、色紙にしている ○ ○ ○

教育委員会ホームページにて就学援助申
請書のダウンロード可

埼玉県 行田市 教育総務課 048-556-8311 なし
http://www.city.gyoda.lg.jp/40/01/10/syug
akuennzyo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

年度ごとの更新のため、就学援助費を受
給している保護者に対して、翌年度の申請
書を郵送している。

埼玉県 秩父市 教育委員会事務局 学校教育課 0494-25-5228 gakkou@city.chichibu.lg.jp http://www.city.chichibu.lg.jp/ ○ ○ ○
配布文書に援助対象となる年間所得の目
安額等を記載している。 ○

埼玉県 所沢市 教育総務部 教育総務課 04-2998-9232 a9232@city.tokorozawa.lg.jp

http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kos
odatekyouiku/kosodate/kodomonoteate/sh
uugakuenjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・各学校で、就学援助についての制度案
内を配布するとともに、前年認定者へは
各学校から申請書を配布している。
・希望者に対しては、各学校および教育
委員会で申請書を配布している。

埼玉県 飯能市 学校教育課 学務担当 042-973-3018 gakko@hanno.lg.jp https://www.city.hanno.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 加須市 学校教育部学校教育課 0480-62-1111 gakko@city.kazo.lg.jp http://www.city.kazo.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○
現年度の支給者に対し、次年度の案内と
申請書を送付する予定

・在籍している児童生徒の保護者に案内チ
ラシを配付
・新入学児童については、就学時健康診
断や入学説明会の場を利用し制度の説明
に努めている。 ○ ○ ○ ホームページからダウンロード

埼玉県 本庄市 本庄市教育委員会学校教育課 0495-25-1149 gakkou04@city.honjo.lg.jp https://www.city.honjo.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・継続申請者には、事前に制度案内と申
請書を郵送。
・新小1になる児童のいる保護者には、就
学時健康診断の案内と一緒に申請書を郵
送。

埼玉県 東松山市
東松山市教育委員会 教育部 学校
教育課 0493-21-1430

HMY053@city.higashimatsuyama.lg.
jp http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/

東松山市のホームページ
（学校教育課のページ）
に問合せフォームあり ○ ○ ○ ○

入学説明会において各学校で就学援助制
度の案内を配付 ○

各学校にて、全児童生徒に制度案内と申
請書を配付

埼玉県 春日部市 学校教育部 学務課 048-763-2447 gakumu@city.kasukabe.lg.jp
https://www.city.kasukabe.lg.jp/kosodate_
kyoiku/kyouiku/shuugakuenjo/seido.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

各学校で、全児童生徒もしくは保護者に
制度案内及び申請書を配布

埼玉県 狭山市 学務課 04-2953-1111 gakumu@city.sayama.saitama.jp https://www.city.sayama.saitama.jp/ ○ ○ ○ ○ ○

・毎年、各学校を通して保護者にお知らせ
を配布することで、周知を行っている。
・お知らせについては、添付書類のフ
ローチャートをつけることで、保護者が
一目でわかるようにしている。 ○ ○

埼玉県 羽生市 羽生市教育委員会教育総務課 048-561-1121 kyousoumu@city.hanyu.lg.jp http://www.city.hanyu.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 鴻巣市
鴻巣市教育委員会学校教育部学務課
学事担当 048-544-1213 gakko@city.kounosu.saitama.jp http://www.city.kounosu.saitama.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・全体的に平易な文面で案内を作成。
・所得を証明する書類について、名称を
例示で記載。
・援助対象となる年間所得の目安額を記
載。
・申請日により受けられる援助が異なる
ことを記載。
（新入学学用品費については4月末までに
申請した者に限り支給等） ○

埼玉県 深谷市 教育部教育総務課 048-574-5811 kyouiku@city.fukaya.lg.jp http://www.city.fukaya.saitama.jp/ ○ ○ ○ ○ 市役所のウェブサイトに制度案内を掲載 ○ ○

埼玉県 上尾市 学校教育部学務課 048-775-9604 s731000@city.ageo.lg.jp
http://www.city.ageo.lg.jp/site/iinkai/73-
enjyo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・毎年２月（次年度就学援助費申請受付
開始月）に学校で就学援助制度の書類を
配布
・各学校の事務担当者を対象とした説明
会を実施。
・前年度認定者で、今年度申請がない児
童生徒の保護者に対し、個別に申請案内
を送付。

・援助対象となる年間所得の目安額等を
記載
・外国語のお知らせを作成(英語・中国
語・スペイン語・ポルトガル語) ○ ○ ○

保護者自身がホームページからダウン
ロードした申請書を印刷して使用。

埼玉県 草加市 教育総務部 学務課 048-922-2674 gakumu@city.soka.saitama.jp
http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s210
2/020/010/010/support.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

①都道府県 ②市町村名

０ 就学援助制度問い合わせ先（広報用） Ⅰ 平成３０年度就学援助制度の実施について

オ．制度
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行わず，
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布

カ．制度
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教育委員
会で希望
者に対し
て申請書
を配布

キ．その
他（内容
を２．

（２）に
記入して
くださ
い。）

ク．保護
者向け説
明会を実
施するよ
う各学校
へ指導

①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）

１．就学援助制度の周知方法 ２．就学援助制度の申請書の配布方法

キ．教職
員向け説
明会を実
施

（１）就学援助制度の周知方法（あてはまるもの全てに○）

（２）ケの内容 （３）就学援助制度周知の工夫

（１）就学援助制度の申請書の配付方法（あてはまるもの全てに○）

（２）キの内容

ア．教育
委員会の
ウェブサ
イトに制
度を掲載

イ．自治
体の広報
誌等に制
度を記載

ウ．就学
案内の書
類に記載

エ．入学
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

オ．毎年
度の進級
時に学校
で就学援
助制度の
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付
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書面で周
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案内を配
付後，希
望者に教
育委員会
から申請
書を配布

ウ．各学
校で全児
童生徒も
しくは保
護者に申
請書を配

布

エ．教育
委員会で
全児童生
徒もしく
は保護者
に申請書
を配布
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埼玉県 越谷市 学校教育部学務課 048-963-9281
ホームページの各課へのお問合せ
（メールフォーム）

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kur
ashi/kosodate/syotyugakkou/shugakuenjyo
.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ 毎年度、学校事務等担当者説明会を実施

・援助対象となる年間所得の目安額等を
記載
・外国語のリーフレット・申請書を作成
・転入者への案内。
・平成30年度より全児童生徒に配布する
リーフレットに申請書も入れた。 ○ ○

埼玉県 蕨市 教育委員会教育部学校教育課 048-433-7728 gakukou@city.warabi.saitama.jp
http://www.city.warabi.saitama.jp/hp/page
000001600/hpg000001582.htm ○ ○ ○ ○ ○

学校で実施する入学説明会で就学援助制
度の書類を配布し説明

入学前の保護者説明会で書類を配布する
とともに、制度の説明を実施。必要な場
合、その場で申請書を配布している。 ○ ○

埼玉県 戸田市 教育委員会学務課 048-441-1800 kyo-gakumu@city.toda.saitama.jp
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/3
72/kyo-gakumu-syuugakuenjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

援助対象となる年間所得の目安額等を記
載 ○ ○ ○ 市ホームページからダウンロード

埼玉県 入間市 入間市教育委員会教育部学校教育課 04-2964-1111 ir812000@city.iruma.lg.jp http://www.city.iruma.saitama.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ウェブサイトからダウンロード

埼玉県 朝霞市 教育管理課 048-463-0793 kyoiku_kanri@city.asaka.lg.jp
http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/37/shu
ugakuennjyoseido.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

・駅前電光掲示板で案内文を掲載。
・各小・中学校の学校便りに周知文を掲
載。

年度当初だけでなく、７月頃にも案内文
を配付。 ○ ○ ○

前年度認定者に対し、継続申請を促すた
め、申請書を郵送。

埼玉県 志木市 教育政策部教育総務課 048-473-1111 kyouiku@city.shiki.lg.jp http://www.city.shiki.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＨＰからダウンロード

埼玉県 和光市
和光市教育委員会学校教育課学務担
当 048-464-1111 h0200@city.wako.lg.jp http://www.city.wako.lg.jp/home.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

・各小中学校の4月の学校だよりに就学援
助制度について掲載。
・転入時に配付される市の冊子に制度に
ついて掲載。
・窓口にチラシを設置。
・福祉部署発行の冊子に就学援助制度に
ついて掲載。

福祉部署における生活困窮及び児童扶養
手当等の相談において、就学援助制度の
周知対応している。 ○ ○ ○

・前年度認定者へは各学校から申請書を
配付する。
・それ以外の希望者には、各学校及び教
育委員会から申請書を配付する。

埼玉県 新座市 新座市教育委員会学務課
048-477-6869（直
通） gakumu@city.niiza.lg.jp

http://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/49/syug
akuennjyo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

各学校のホームページに「就学援助制
度」として市の該当ページへリンクを掲載

・援助対象となる年間所得の目安額等を
記載
・転入者には必ず就学援助制度を説明して
いる。 ○ ○ ○ ○

・前年度受給者に対し、制度案内と一緒
に各学校から申請書を配布。
・市ホームページからダウンロード可
能。

埼玉県 桶川市 教育部学務課 048-788-4969 gakumu@city.okegawa.lg.jp http://www.city.okegawa.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
２学期始めに、全家庭に就学援助制度の
案内を配付した。 ○ ○

埼玉県 久喜市 教育委員会学務課 0480-22-5555 gakumu@city.kuki.lg.jp http://www.city.kuki.lg.jp Facebook, Twitter, LINE ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ホームページからダウンロード可能

埼玉県 北本市 北本市教育委員会学校教育課 048-594-5563 a04500@city.kitamoto.lg.jp http://www.city.kitamoto.saitama.jp ○ ○ ○ ○ ○
「保護者向け入学説明会」時に制度につ
いての案内通知を配布。

新たに申請をする方にもわかりやすい表
現を用いる。 ○ ○

広報誌による制度案内後、教育委員会で
希望者に申請書を配布。

埼玉県 八潮市 教育総務課
048-996-2111（内線
361） kyoikusomu@city.yashio.lg.jp https://www.city.yashio.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

毎年度末に全児童生徒分の就学援助制度
の案内を配布 ○ ○ ○

埼玉県 富士見市 学校教育課 049-251-2711 kyouiku@city.fujimi.saitama.jp http://www.city.fujimi.saitama.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 三郷市 学校教育部 学務課 048-953-1111 gakumu@city.misato.lg.jp http://www.city.misato.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 事務担当者向け説明会を実施

・市内小中学校在籍の全児童生徒保護者
に希望の有無を確認
・援助対象となる年間所得の目安額等を
記載
・英語版の申請書を作成
・転入者には学校で必ず就学援助制度を
説明し希望の有無を確認 ○

教育委員会が学校を通じて全児童生徒も
しくは保護者に申請書を配付

埼玉県 蓮田市 生涯学習部 子ども支援課 048-768-3111 kodomo@city.hasuda.lg.jp https://www.city.hasuda.saitama.jp/ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 坂戸市 坂戸市教育委員会 学校教育課 049-283-1718 sakado76@city.sakado.lg.jp http://www.city.sakado.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

・学校事務担当者向け説明会を実施。
・転入時に就学援助制度の書類を配布。
・関係する他課で就学援助制度の書類を
配布。

・教育委員会のウェブサイトに、認定とな
る所得の目安を記載している。
・転入時に就学援助制度の書類を配布。
・関係する他課で就学援助制度の書類を
配布。 ○ ○ ○

・年度末に就学援助全認定者に申請書を
送付。

埼玉県 幸手市 幸手市教育委員会教育部総務課 0480-43-1111 soumu@city.satte.lg.jp
https://www.city.satte.lg.jp/sitetop/life_cit
yadmin/childcare_education/9/3/3060.html ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 鶴ヶ島市 学校教育課 049-271-1111 10800020＠city.tsurugashima.lg.jp http://www.city.tsurugashima.lg.jp ○ ○ ○ ○

・就学時健康診断時、制度を書面で通
知。
・就学援助認定を受けた方に対し、12月
に翌年度申請案内及び申請書を郵送してい
る。 ○ ○

就学援助認定を受けた方に対し、12月に
翌年度申請案内及び申請書を郵送してい
る。

埼玉県 日高市
日高市教育委員会 学校教育課 学
務担当 042-989-2111 Link@city.hidaka.lg.jp https://www.city.hidaka.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 入学時に各学校から制度案内を配布

埼玉県 吉川市 吉川市教育委員会教育総務課 048-984-3565
kyouikusoumu2@city.yoshikawa.sait
ama.jp https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 ふじみ野市
ふじみ野市教育委員会学校教育課学
務係 049-220-2084 gakumu@city.fujimino.saitama.jp http://www.city.fujimino.saitama.jp/ ○ ○ ○ ○ ○

就学時健康診断時に就学援助制度の書類
を配付し、説明

・対象世帯であれば、どなたでも申請は
できると表記。
・援助対象となる年間所得の目安額等を
記載。
・転入者には必ず就学援助制度を説明。 〇 〇 市のホームページでダウンロード可能

埼玉県 白岡市 教育委員会学校教育部教育指導課 0480-92-1111 kyouikushidou@city.shiraoka.lg.jp http://www.city.shiraoka.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

・窓口での問い合わせ等に対し、パンフ
レット「就学援助のお知らせ」を配付して
いる。
・市発行の「子育て支援ガイドブック｣に
制度の案内を記載している。
・「オ」の配付は、既認定世帯に限定して
いる。

・児童扶養手当の申請者に対し、パンフ
レット「就学援助のお知らせ」を配付す
るよう、担当課に依頼している。
・パンフレットにおいて、援助の対象と
なる要件をパンフレット最初のページに
箇条書きで示すとともに、援助対象とな
る年間所得の目安額を記載している。 ○ ○ ○

・既認定世帯に対し、更新時（進級時）
に各学校から、制度案内のパンフレット
と併せて申請書を配付
・窓口での問い合わせに対し、制度案内
のパンフレットと併せて申請書を配付

埼玉県 伊奈町 伊奈町教育委員会 教育総務課 048-721-2111
kyouikusoumu@town.saitama-
ina.lg.jp http://www.town.saitama-ina.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ 入学説明会で制度の案内を配布 年間所得の目安を記載している ○



①都道府県 ②市町村名

０ 就学援助制度問い合わせ先（広報用） Ⅰ 平成３０年度就学援助制度の実施について

オ．制度
案内等は
行わず，
各学校で
希望者に
対して申
請書を配

布

カ．制度
案内等は
行わず，
教育委員
会で希望
者に対し
て申請書
を配布

キ．その
他（内容
を２．

（２）に
記入して
くださ
い。）

ク．保護
者向け説
明会を実
施するよ
う各学校
へ指導

①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）

１．就学援助制度の周知方法 ２．就学援助制度の申請書の配布方法

キ．教職
員向け説
明会を実
施

（１）就学援助制度の周知方法（あてはまるもの全てに○）

（２）ケの内容 （３）就学援助制度周知の工夫

（１）就学援助制度の申請書の配付方法（あてはまるもの全てに○）

（２）キの内容

ア．教育
委員会の
ウェブサ
イトに制
度を掲載

イ．自治
体の広報
誌等に制
度を記載

ウ．就学
案内の書
類に記載

エ．入学
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

オ．毎年
度の進級
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

カ．各学
校に対し
て制度を
書面で周
知

ケ．その
他
→（２）

ア．各学
校で制度
案内を配
付後，希
望者に各
学校から
申請書を

配布

イ．各学
校で制度
案内を配
付後，希
望者に教
育委員会
から申請
書を配布

ウ．各学
校で全児
童生徒も
しくは保
護者に申
請書を配

布

エ．教育
委員会で
全児童生
徒もしく
は保護者
に申請書
を配布

埼玉県 三芳町 学校教育課 学務担当 049-258-0019 gakko@town.saitama-miyoshi.lg.jp

https://www.town.saitama-
miyoshi.lg.jp/kosodate/mokuteki/gakko/sh
ugaku-enjo.html ○ ○ ○ ○ ○

転入者には、教育委員会窓口で案内の配
布をしている。 ○

埼玉県 毛呂山町 毛呂山町教育委員会学校教育課 049-295-2112 kgakkou@town.moroyama.lg.jp http://www.town.moroyama.saitama.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 越生町 学務課 049-292-3121 kyouiku1@town.ogose.saitama.jp http://www.town.ogose.saitama.jp/ ○ ○ ○ ○
給食費などの未納が続く保護者に対して
は、個別に制度案内を行う。 ○ ○

埼玉県 滑川町 教育委員会事務局 教育総務担当 0493-56-6907 ホームページ投稿フォーム参照 http://www.town.namegawa.saitama.jp/ ○ ○ ○ ○

埼玉県 嵐山町 教育総務課 0493-62-0823
r-
kyouiku01@town.ranzan.saitama.jp http://www.town.ranzan.saitama.jp ○ ○ ○ ○ 全児童生徒に周知文書配布 ○

埼玉県 小川町 学校教育課 0493-72-1221
ogawa116@town.saitama-
ogawa.lg.jp http://www.town.ogawa.saitama.jp/ ○

・町のホームページに掲載。
・新小１には入学説明会時に書類を配
布。
・在校生には２月頃に書類を配布。

・申請書については、平易な文面を使用
し制度内容を分かりやすくするよう心掛け
ている。
・転入者には必ず就学援助制度を説明して
いる。 ○

埼玉県 川島町 教育総務課 049-299-1730 gakkou@town.kawajima.lg.jp http://www.town.kawajima.saitama.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５月に全児童生徒にリーフレットを配布 ○ ○ ○ ホームページでダウンロード可能

埼玉県 吉見町 教育総務課 0493-54-7807 info@town.yoshimi.saitama.jp
http://www.town.yoshimi.saitama.jp/sectio
n_kyouiku_syuugakuenjyo.html ○ ○ ○

・入学説明会時に学校で就学援助制度の
書類を配布。
・翌年度の申請案内を在籍する各家庭へ
配布。
・現年度で制度を利用した保護者へ翌年
度の申請案内を送付 ○

埼玉県 鳩山町
教育委員会事務局 総務・学校教育
担当 049-296-1227 h320@town.hatoyama.lg.jp

http://www.town.hatoyama.saitama.jp/kyo
uiku/tetuzuki/1447296225269.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

・平易な文面の使用
・町民健康課窓口における保護者の離婚
等手続きの際の制度案内 ○

埼玉県 ときがわ町
ときがわ町 教育委員会 教育総務
課 0493-65-1537 kyouiku@town.tokigawa.lg.jp https://wwwtown.tokigawa.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ 制度の案内を入学通知書に同封 ○ ○

前年度認定者へ教育委員会から申請書を
配布

埼玉県 横瀬町 教育委員会 0494-25-0118 kyouiku@town.yokoze.saitama.jp
http://www.town.yokoze.saitama.jp/soshiki
/kyouiku/soumu/syuugaku_enjyo.html ○ ○ ○ ○

平易な文面の使用、進級時に全児童生徒
へ案内通知を配布 ○ ○

埼玉県 皆野町 皆野町教育委員会事務局 0494-62-4563 gakko@town.minano.saitama.jp http://www.town.minano.saitama.jp ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 長瀞町 教育委員会 教育総務担当 0494-66-3113 kyoiku@town.nagatoro.saitama.jp http://www.town.nagatoro.saitama.jp/ ○ ○ ○ ○

・小学生（新1年生）は就学時健康診断の
際に、保護者に制度を説明
・新中学生は、入学前支給制度を周知す
るため、６年生の2学期に学校を通して、
就学援助制度の書類を配付 ○

埼玉県 小鹿野町 学校教育課 0494-79-1201 gakko@town.ogano.lg.jp http://www.town.ogano.lg.jp ○ ○ ○ ○

埼玉県 東秩父村 教育委員会事務局 0493-82-1230
kyouiku@vill.higashichichibu.saitam
a.jp http://www.higashichichibu.saitama.jp/ ○ ○ ○ ○

・各学校で開催する入学説明会におい
て、就学援助制度の書類を配付する。
・民生委員を通じて周知を図る。 ○ ○

教育委員会において、前年度該当者へ申
請書を配付する。

埼玉県 美里町 教育委員会事務局 学校教育係 0495-76-0201 gakkyo@town.saitama-misato.lg.jp http://www.town.saitama-misato.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○
児童扶養手当担当課にて、該当者にリー
フレットを配布

・昨年度（平成29年度）リーフレットを
更新し、年間所得の目安額等を記入し
た。
・申請書を1枚におさめ、記入例を添付す
るなど、保護者が記載しやすいように工夫
している。 ○ ○ ○

 既受給者には、別途「制度案内」及び
「申請書」を直接郵送しており、申請書
の提出先は「各学校」又は「教育委員会
事務局」としている。

埼玉県 神川町 学務課 0495-77-2312 gakumu@town.kamikawa.saitama.jp
http://www.town.kamikawa.saitama.jp/kos
odate_kyouiku/sho_chugakko/1078.html ○ ○ ○ ○

埼玉県 上里町
教育委員会 学校教育課 教育庶務
係 0495-35-1246 gakkou@town.kamisato.saitama.jp http://www.town.kamisato.saitama.jp

Facebook：
@kamisatotown ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 寄居町 寄居町教育委員会 教育総務課 048-581-2121 kyousoumu@town.yorii.saitama.jp http://www.town.yorii.saitama.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 宮代町 教育推進課 学校教育担当 0480-34-1111 gakkou@town.miyashiro.saitama.jp http://www.town.miyashiro.lg.jp ○ ○ ○ ○
４月初旬に、各小・中学校から全保護者
宛、制度の案内を配布した。 ○

埼玉県 杉戸町 杉戸町教育委員会 学校教育課 0480-33-1111 gakkokyoiku@town.sugito.lg.jp http://www.town.sugito.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
町のHP内の就学援助案内ページにて申請
書のダウンロードが可能。

埼玉県 松伏町 教育委員会教育総務課 048-991-1807 kyosomu@town.matsubushi.lg.jp http://www.town.matsubushi.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○

 援助対象となる年間所得の目安額等を記
載、転入者には必ず就学援助制度を説明
している。 ○



該当団体数 63

埼玉県 さいたま市

埼玉県 川越市

埼玉県 熊谷市

埼玉県 川口市

埼玉県 行田市

埼玉県 秩父市

埼玉県 所沢市

埼玉県 飯能市

埼玉県 加須市

埼玉県 本庄市

埼玉県 東松山市

埼玉県 春日部市

埼玉県 狭山市
埼玉県 羽生市

埼玉県 鴻巣市

埼玉県 深谷市

埼玉県 上尾市

埼玉県 草加市

①都道府県 ②市町村名

Ⅲ 就学
援助率

倍 課税所得等の分類 年 月 万円

48 46 42 42 41 50 17 15 36 37 15 15 23 28 25 20 15 1 13 60 60 60 60 60 1 1 9 13 63 63

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 25 4 366

・火災、風水害の罹災により学用品、通学用品等に不自由している者
・特別な事由により、教育的配慮として就学援助を必要とすると校長が認め
た者
・失業、転職等により家計が急変した者 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 総所得（諸控除前） 25 4 387 20%未満 20%未満

○ ○ ○ 1 その他 24 12 270
総所得金額から、所得控除（社会保険料、生命保険料、地
震保険料）を引いた額 15%未満 15%未満

○ 1.3 課税所得 25 4 386 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額 24 12 360

他の基準の場合で、病気又は災害等の理由で学用品等の経費負担が困難と認
められるもの 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 25 4 304 15%未満 15%未満

○ 1.3 課税所得 24 12 335 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 24 12 227 15%未満 15%未満

○ 1.3 課税所得 25 4 299 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ 1.29 課税所得 25 4 285 15%未満 15%未満

○ 1.3 課税所得 25 4 316 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 総所得（諸控除前） 25 4 337

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けているもの、学
校長の意見により援助が必要であると認められる者 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 24 12 328 15%未満 15%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 課税所得 24 12 350 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 25 12 316 世帯の合計所得金額を使用している。 10%未満 10%未満

○ ○ ○ 1.3
特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額 24 12 313 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 26 4 309

「課税所得の分類」は世帯総所得金額を用いる。また、前
年度または今年度において「Ⅱ⑵ア、イ、ウ、エ、オ、
カ、ケ、コ、セ」のいずれかに該当する場合、生活保護基
準に掛ける係数を1.5倍とする。 15%未満 15%未満

○ ○ ○ 1.3 課税所得 26 4 368 15%未満 15%未満

Ⅱ 平成３０年度準要保護認定基準

（２）ソ，タ，チを選択した場合 （３）ツに○をし

（４）
（２）（３）の補足

（５） テの内容
（１）平
成29年度

（２）平
成30年度

ソ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額が
変わると
自動的に
要件が変

タ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額を
参照して
額を定め
ているも

（１） 平成３０年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

基準根拠
目安額

（年額）

係数
（倍率）

倍

目安額
（年額）

万円

ウ．市区
町村民税
の減免

エ．国民
年金保険
料の免除

オ．国民
健康保険
法の保険
料の減免
または徴
収の猶予

カ．児童
扶養手当
の支給

キ．保護
者が職業
安定所登
録日雇労
働者

ク．P・
T・A会
費，学級
費等の学
校納付金
の減免が
行なわれ
ている者

ア．生活
保護法に
基づく保
護の停止
または廃
止

イ．市区
町村民税
の非課税

チ．特別
支援教育
就学奨励
費の需要
額測定に
用いる保
護基準
額，又は
同基準額
に一定の
係数を掛

ツ．市区
町村民税
（所得割
又は均等
割）課税
最低限度
額に一定
の係数を
掛けたも
の

テ．その
他（内容
を（５）
に記入し
てくださ
い。）

倍数
（倍率）

ケ．個人
の事業税
の減免

コ．固定
資産税の
減免

サ．学校
納付金の
納付状態
の悪い
者，昼
食，被服
等が悪い
者または
学用品，
通学用品
等に不自

シ．経済
的な理由
による欠
席日数が
多い者

ス．保護
者の職業
が不安定
で，生活
状態が悪
いと認め
られる者

セ．生活
福祉資金
による貸
付け



①都道府県 ②市町村名

埼玉県 越谷市

埼玉県 蕨市

埼玉県 戸田市

埼玉県 入間市

埼玉県 朝霞市
埼玉県 志木市

埼玉県 和光市

埼玉県 新座市

埼玉県 桶川市
埼玉県 久喜市

埼玉県 北本市

埼玉県 八潮市

埼玉県 富士見市

埼玉県 三郷市
埼玉県 蓮田市

埼玉県 坂戸市

埼玉県 幸手市

埼玉県 鶴ヶ島市

埼玉県 日高市

埼玉県 吉川市

埼玉県 ふじみ野市

埼玉県 白岡市

埼玉県 伊奈町

Ⅲ 就学
援助率

倍 課税所得等の分類 年 月 万円

Ⅱ 平成３０年度準要保護認定基準

（２）ソ，タ，チを選択した場合 （３）ツに○をし

（４）
（２）（３）の補足

（５） テの内容
（１）平
成29年度

（２）平
成30年度

ソ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額が
変わると
自動的に
要件が変

タ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額を
参照して
額を定め
ているも

（１） 平成３０年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

基準根拠
目安額

（年額）

係数
（倍率）

倍

目安額
（年額）

万円

ウ．市区
町村民税
の減免

エ．国民
年金保険
料の免除

オ．国民
健康保険
法の保険
料の減免
または徴
収の猶予

カ．児童
扶養手当
の支給

キ．保護
者が職業
安定所登
録日雇労
働者

ク．P・
T・A会
費，学級
費等の学
校納付金
の減免が
行なわれ
ている者

ア．生活
保護法に
基づく保
護の停止
または廃
止

イ．市区
町村民税
の非課税

チ．特別
支援教育
就学奨励
費の需要
額測定に
用いる保
護基準
額，又は
同基準額
に一定の
係数を掛

ツ．市区
町村民税
（所得割
又は均等
割）課税
最低限度
額に一定
の係数を
掛けたも
の

テ．その
他（内容
を（５）
に記入し
てくださ
い。）

倍数
（倍率）

ケ．個人
の事業税
の減免

コ．固定
資産税の
減免

サ．学校
納付金の
納付状態
の悪い
者，昼
食，被服
等が悪い
者または
学用品，
通学用品
等に不自

シ．経済
的な理由
による欠
席日数が
多い者

ス．保護
者の職業
が不安定
で，生活
状態が悪
いと認め
られる者

セ．生活
福祉資金
による貸
付け

○ 1.3 課税所得 24 12 334 20%未満 20%未満

○ 1.3 課税所得 25 4 338
目安額について：住居が持ち家であれば338万円、賃貸で
あれば家賃額が上限の場合412万円 15%未満 15%未満

○ ○ ○ 1.3
特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額 24 12 370 20%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 25 4 320

・保護者が失業したため、現在の所得状況が昨年と著しく相違し、経済的に
困難な状況にある者
・その他、教育長が特に援助を必要と認める者 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 25 4 340 15%未満 15%未満
○ 1.3 課税所得 25 4 327 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 25 4 340 合計所得金額 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 24 12 325
「所得・（非）課税証明書」に記載されている「合計所得
金額」欄を基準としている。

疾病・災害・失業等により著しく生活状態が悪化したなど特別な事情がある
場合。 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 25 4 336 10%未満 10%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 25 4 299 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 25 4 280
要件ク、サ、シ、スについては、直接の認定要件とせず、要件ソを満たした
うえで認定。 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 25 4 335 15%未満 15%未満

○ 1.3 総所得（諸控除前） 25 4 331 20%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 223 15%未満 10%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 課税所得 24 12 350 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額 24 12 353 15%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 25 8 266
その他校長又は福祉事務所長若しくは民生委員が就学援助を必要とすると認
めた者 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額 24 12 317

・失業等により収入が著しく減った者
・生計を共にする家庭に病気療養中の者がいる者
・災害を受けた者等特別の事情のある者 15%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 24 4 305 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 29 4 279
災害、失業その他の特別な事情により特に援助が必要であると市長が認める
者。 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 総所得（諸控除前） 25 4 357 失業中等 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 30 4 310 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2
特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額 24 12 355 10%未満 10%未満



①都道府県 ②市町村名

埼玉県 三芳町

埼玉県 毛呂山町

埼玉県 越生町

埼玉県 滑川町

埼玉県 嵐山町

埼玉県 小川町
埼玉県 川島町

埼玉県 吉見町

埼玉県 鳩山町

埼玉県 ときがわ町

埼玉県 横瀬町

埼玉県 皆野町

埼玉県 長瀞町
埼玉県 小鹿野町

埼玉県 東秩父村

埼玉県 美里町

埼玉県 神川町

埼玉県 上里町

埼玉県 寄居町

埼玉県 宮代町

埼玉県 杉戸町

埼玉県 松伏町

Ⅲ 就学
援助率

倍 課税所得等の分類 年 月 万円

Ⅱ 平成３０年度準要保護認定基準

（２）ソ，タ，チを選択した場合 （３）ツに○をし

（４）
（２）（３）の補足

（５） テの内容
（１）平
成29年度

（２）平
成30年度

ソ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額が
変わると
自動的に
要件が変

タ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額を
参照して
額を定め
ているも

（１） 平成３０年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

基準根拠
目安額

（年額）

係数
（倍率）

倍

目安額
（年額）

万円

ウ．市区
町村民税
の減免

エ．国民
年金保険
料の免除

オ．国民
健康保険
法の保険
料の減免
または徴
収の猶予

カ．児童
扶養手当
の支給

キ．保護
者が職業
安定所登
録日雇労
働者

ク．P・
T・A会
費，学級
費等の学
校納付金
の減免が
行なわれ
ている者

ア．生活
保護法に
基づく保
護の停止
または廃
止

イ．市区
町村民税
の非課税

チ．特別
支援教育
就学奨励
費の需要
額測定に
用いる保
護基準
額，又は
同基準額
に一定の
係数を掛

ツ．市区
町村民税
（所得割
又は均等
割）課税
最低限度
額に一定
の係数を
掛けたも
の

テ．その
他（内容
を（５）
に記入し
てくださ
い。）

倍数
（倍率）

ケ．個人
の事業税
の減免

コ．固定
資産税の
減免

サ．学校
納付金の
納付状態
の悪い
者，昼
食，被服
等が悪い
者または
学用品，
通学用品
等に不自

シ．経済
的な理由
による欠
席日数が
多い者

ス．保護
者の職業
が不安定
で，生活
状態が悪
いと認め
られる者

セ．生活
福祉資金
による貸
付け

○ 1.3 総所得（諸控除前） 25 4 340 児童扶養手当の受給については係数（倍率）1.50 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額 24 12 313 15%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 29 12 310 15%未満 15%未満

○ 1.3
特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額 24 12 350 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 24 12 233 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額 24 12 316 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 総所得（諸控除前） 30 1 335 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額 24 12 301

(1) 事故や災害により、家屋等が滅失又は甚大な被害を受けたとき
(2) 保護者の死亡、病気や障害により所得が著しく減少したとき
(3) 解雇等により、所得が著しく減少したとき 10%未満 10%未満

○ 1.3 総所得（諸控除前） 30 4 317 給与所得以外の者については所得額を参照 15%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 28 6 301 20%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額 24 12 300 その他教育委員会が特に給付する必要があると認める場合 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 総所得（諸控除前） 24 12 346 10%未満 15%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 30 4 302 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5
特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額 24 12 347 ひとり親家庭等医療費受給者 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額 24 12 340 目安額（年額）は、所得控除を50万と設定。 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 30 6 300 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額 24 12 301 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 25 4 326 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額 24 12 304 15%未満 20%未満

○ 1.3 課税所得 24 12 304 20%未満 20%未満



該当団体数 63

埼玉県 さいたま市

埼玉県 川越市

埼玉県 熊谷市

埼玉県 川口市

埼玉県 行田市

埼玉県 秩父市

埼玉県 所沢市

埼玉県 飯能市

埼玉県 加須市

埼玉県 本庄市

埼玉県 東松山市

埼玉県 春日部市

埼玉県 狭山市
埼玉県 羽生市

埼玉県 鴻巣市

埼玉県 深谷市

埼玉県 上尾市

埼玉県 草加市

①都道府県 ②市町村名

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

0 0 0 7 7 7 56 56 0 0 0 0 2 2 2 61 61 0 7 7 0 2 2 2 0 0 0 29 30 1 33 33 33 0 0 1 37

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 23150 ○ 22,000 通学費・修学旅行費は、H30予算単価で計上している。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 4350 ○ 18,000 支給平均額：29年度予算に計上した単価（通学費は29年度の実績値）

○ 13,650 13,650 ○ 40,600 ○ 21,000
・支給平均額についてはH29予算計上単価。
・通学用品費は学用品に含む。

○ 11,100 ○ 40,600 ○ 36064 ○ 20,748 支給平均額は平成29年度の実績額で回答。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,000 支給平均額は平成30年度予算に計上した単価を記入。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 20,346 修学旅行費は、平成29年度の実績額

○ 15,220 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490

・学用品費支給年額（一定額）１年生：12,990円 ２～６年生15,220
円                             ・
通学用品費及び校外活動費(宿泊なし）については、学用品費に含む

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 20,964 支給平均額は平成29年度の実績により記入

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,000 支給平均額は、平成30年度予算に計上した単価を記入。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490 支給平均額については、平成30年度予算計上時に使用した単価

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 ○ 21,000

○ 11,420 ○ 40,600 〇 20,375
○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490 4月以降に追加認定を行った場合、学用品費は月割で計算。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,056

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 16320 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 20,000
支給平均額について、修学旅行費は平成30年度予算に計上した単価、
それ以外は平成29年度実績の支給平均額

○ 15,200 ○ 40,600 ○ 20,000 学用品費・・・１年生は12,970円

Ⅳ 平成３０年度準要保護就学援助額

新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費
（１） 費目毎の援助額

（２） 補足事項

学用品費

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）



①都道府県 ②市町村名

埼玉県 越谷市

埼玉県 蕨市

埼玉県 戸田市

埼玉県 入間市

埼玉県 朝霞市
埼玉県 志木市

埼玉県 和光市

埼玉県 新座市

埼玉県 桶川市
埼玉県 久喜市

埼玉県 北本市

埼玉県 八潮市

埼玉県 富士見市

埼玉県 三郷市
埼玉県 蓮田市

埼玉県 坂戸市

埼玉県 幸手市

埼玉県 鶴ヶ島市

埼玉県 日高市

埼玉県 吉川市

埼玉県 ふじみ野市

埼玉県 白岡市

埼玉県 伊奈町

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

Ⅳ 平成３０年度準要保護就学援助額

新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費
（１） 費目毎の援助額

（２） 補足事項

学用品費

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 20,186 平均支給額は平成29年度の実績額より記入。

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 21,490

・通学用品費は学用品費に含み一定額を支給している（1年11,420円、
その他13,650円）
・実費とする費目については、Ｈ30予算単価を記入

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 21,684
・通学費・・・実績なし
・修学旅行・・・H29年度実績額

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 20,300 「支給平均額」欄は平成30年度予算に計上した単価を記入

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 20,817
・通学費について、平成29年度は支給実績なし。
・支給平均額について、平成29年度の実績額より算出。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 22,000 支給平均額は30年度予算額

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 20,000
・平成30年度予算計上した単価により回答。
・対象とする定めのある項目や学年により金額が異なる項目がある。

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 0 ○ 19,024
・通学用品費は学用品費に含む 1年11,420円 2～6年13,650円
・通学費 29年度実績なし

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 20,000 医療費は、H２９年度実績、支給人員 １名 4,550円
○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,190

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 20,502

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,190 21,190

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 30,070 支給平均額は平成29年度実績額である。
○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 ○

・執行見込み額による記入が困難なため、予算に計上した単価を記
入。
・修学旅行費はかかった費用の一部を支給。１人当たりの単価22,139
円で予算を積算。

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 ○ 39,290 0 ○ 21,490 21,490
・新入学児童生徒学用品費等は、当初申請者（4月）のみが支給対象。
・通学費は支給実績なし。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490 支給平均額は、平成30年度予算に計上した単価

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 20,790

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 18,970

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 20,879 支給平均額は平成29年度の実績額

○ 11,420 10,635 ○ 40,600 ○ 20,313 平均支給額は、29年度の実績をもとに算出した。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 20,160



①都道府県 ②市町村名

埼玉県 三芳町

埼玉県 毛呂山町

埼玉県 越生町

埼玉県 滑川町

埼玉県 嵐山町

埼玉県 小川町
埼玉県 川島町

埼玉県 吉見町

埼玉県 鳩山町

埼玉県 ときがわ町

埼玉県 横瀬町

埼玉県 皆野町

埼玉県 長瀞町
埼玉県 小鹿野町

埼玉県 東秩父村

埼玉県 美里町

埼玉県 神川町

埼玉県 上里町

埼玉県 寄居町

埼玉県 宮代町

埼玉県 杉戸町

埼玉県 松伏町

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

Ⅳ 平成３０年度準要保護就学援助額

新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費
（１） 費目毎の援助額

（２） 補足事項

学用品費

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 支給平均額については、H30年度予算額を記載している。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 20,410

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490 平均支給額は、平成29度実績

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 19,439 平均支給額が０円のものは対象経費がなかったため。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490 平均支給額は30年度予算に計上した単価

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490 支給平均額については、30年度予算計上した単価。
○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 10,233 ○ 40,600 40,372 ○ 21,490 21,243 支給平均額は、平成29年度の実績額により記入

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490 支給平均額は平成30年度予算に計上した単価

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 19,287

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 40,600 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490
○ 11,420 ○ 40,600 ○ 39,290 0 ○ 21,490 13,022 平成29年度実績額の支給平均額

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 19,711

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 18,853

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 20,064 支給平均額は平成29年度支給金額を基に算出。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 19,500

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 19,125

603,380 29



該当団体数 63

埼玉県 さいたま市

埼玉県 川越市

埼玉県 熊谷市

埼玉県 川口市

埼玉県 行田市

埼玉県 秩父市

埼玉県 所沢市

埼玉県 飯能市

埼玉県 加須市

埼玉県 本庄市

埼玉県 東松山市

埼玉県 春日部市

埼玉県 狭山市
埼玉県 羽生市

埼玉県 鴻巣市

埼玉県 深谷市

埼玉県 上尾市

埼玉県 草加市

①都道府県 ②市町村名

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

0 0 0 7 7 7 56 56 0 0 0 0 2 2 2 61 61 0 8 8 0 2 2 2 0 0 0 29 30 1 33 33 33 0 0 1 38

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 39860 ○ 64000 通学費・修学旅行費は、H30予算単価で計上している。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 29506 ○ 47000 支給平均額：29年度予算に計上した単価（通学費は29年度の実績値）

○ 24,550 24,550 ○ 47,400 ○ 62000
・支給平均額についてはH29予算計上単価。
・通学用品費は学用品費に含む。

○ 21,708 ○ 47,400 ○ 43115 ○ 60829 支給平均額は平成29年度の実績額で回答。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 64000 支給平均額は平成30年度予算に計上した単価を記入。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 52677 修学旅行費は、平成29年度の実績額

○ 26,820 ○ 47,400 ○ 57590 57590

・学用品費支給年額（一定額）１年生：24,590円 ２～３年生26,820
円                             ・
通学用品費及び校外活動費(宿泊なし）については、学用品費に含む

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 55188 支給平均額は平成29年度の実績により記入

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 63000 支給平均額は、平成30年度予算に計上した単価を記入。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590 支給平均額については、平成30年度予算計上時に使用した単価

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 ○ 60000

○ 22,320 ○ 47,400 〇 54923
○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590 4月以降に追加認定を行った場合、学用品費は月割で計算。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 58502

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 57590 57590 通学費については、支給実績がなく予算計上もしていない。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 50000
支給平均額について、修学旅行費は平成30年度予算に計上した単価、
それ以外は平成29年度実績の支給平均額

○ 26,790 ○ 47,400 ○ 60000 学用品費・・・１年生は12,970円

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費

２．中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）
（１） 費目毎の援助額

（２） 補足事項

修学旅行費



①都道府県 ②市町村名

埼玉県 越谷市

埼玉県 蕨市

埼玉県 戸田市

埼玉県 入間市

埼玉県 朝霞市
埼玉県 志木市

埼玉県 和光市

埼玉県 新座市

埼玉県 桶川市
埼玉県 久喜市

埼玉県 北本市

埼玉県 八潮市

埼玉県 富士見市

埼玉県 三郷市
埼玉県 蓮田市

埼玉県 坂戸市

埼玉県 幸手市

埼玉県 鶴ヶ島市

埼玉県 日高市

埼玉県 吉川市

埼玉県 ふじみ野市

埼玉県 白岡市

埼玉県 伊奈町

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費

２．中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）
（１） 費目毎の援助額

（２） 補足事項

修学旅行費

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 56448 平均支給額は平成29年度の実績額より記入。

○ 24,550 ○ 47,400 ○ 57590

・通学用品費は学用品費に含み一定額を支給している（1年22,320円、
その他24,550円）
・実費・上限額とする費目については、Ｈ30予算単価を記入

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 33545 ○ 67795 修学旅行費・・・H29年度実績額

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 59000 「支給平均額」欄は平成30年度予算に計上した単価を記入

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 58002
・通学費について、平成29年度は支給実績なし。
・支給平均額について、平成29年度の実績額より算出。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 58000 支給平均額は30年度予算額

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 55000
・平成30年度予算計上した単価により回答。
・対象とする定めのある項目や学年により金額が異なる項目がある。

○ 24,550 ○ 47,400 ○ 41800 ○ 52324

・通学用品費は学用品費に含む 1年22,320円 2～3年24,550円
・通学費 29年度実績額

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 60000 医療費は、H２９年度実績、支給人員 0名 0円
○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57500

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 50295

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57290 57290

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 50307 支給平均額は平成29年度実績額である。
○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 ○

・執行見込み額による記入が困難なため、予算に計上した単価を記
入。
・修学旅行費はかかった費用の一部を支給。１人当たりの単価49,408
円で予算を積算。

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 ○ 79410 0 ○ 57590 57590
・新入学児童生徒学用品費等は、当初申請者（4月）のみが支給対象。
・通学費は支給実績なし。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590 支給平均額は、平成30年度予算に計上した単価

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57295

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 53264

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 54134 支給平均額は、クラブ活動費以外は、平成29年度の実績額

○ 22,320 20,816 ○ 47,400 ○ 56163 平均支給額は、29年度の実績をもとに算出した。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 56665



①都道府県 ②市町村名

埼玉県 三芳町

埼玉県 毛呂山町

埼玉県 越生町

埼玉県 滑川町

埼玉県 嵐山町

埼玉県 小川町
埼玉県 川島町

埼玉県 吉見町

埼玉県 鳩山町

埼玉県 ときがわ町

埼玉県 横瀬町

埼玉県 皆野町

埼玉県 長瀞町
埼玉県 小鹿野町

埼玉県 東秩父村

埼玉県 美里町

埼玉県 神川町

埼玉県 上里町

埼玉県 寄居町

埼玉県 宮代町

埼玉県 杉戸町

埼玉県 松伏町

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費

２．中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）
（１） 費目毎の援助額

（２） 補足事項

修学旅行費

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 支給平均額については、H30年度予算額を記載している。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 50670

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 48309 平均支給額は、平成29年度実績

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 49936

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590 平均支給額は30年度予算に計上した単価

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590 支給平均額については、30年度予算計上した単価。
○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590

○ 22,320 16,918 ○ 47,400 47,400 ○ 57590 49548 支給平均額は、平成29年度の実績額により記入

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590 支給平均額は平成30年度予算に計上した単価

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 47,400 ○ 57590 57590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 30660 ○ 57590 57590 通学費については29年度実績
○ 22,320 ○ 47,400 ○ 79410 0 ○ 57590 57590 平成29年度実績額の支給平均額

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 60717

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 65000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 63584 支給平均額は平成29年度支給金額を基に算出。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 56350

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 56097

1682901 29



該当団体数 63

埼玉県 さいたま市

埼玉県 川越市

埼玉県 熊谷市

埼玉県 川口市

埼玉県 行田市

埼玉県 秩父市

埼玉県 所沢市

埼玉県 飯能市

埼玉県 加須市

埼玉県 本庄市

埼玉県 東松山市

埼玉県 春日部市

埼玉県 狭山市
埼玉県 羽生市

埼玉県 鴻巣市

埼玉県 深谷市

埼玉県 上尾市

埼玉県 草加市

①都道府県 ②市町村名

Ⅵ 自由記述欄

20 12 6 9 15 3 33 2 5 0 1 0 0 0 5 4 5 8 3 5 1 1

○ ○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○

・学校で使用する学習材料費の購入にあたり、学校に補助金を交
付することで、保護者の負担軽減を図っている。
・学校で使用する一部の学習材料費や部活動用具の購入費につい
て、市で予算化することで保護者の負担軽減を図っている。

○

○ ○ ○

○

○

○

○ ○ ○ ○
○ ○

○ ○ ○

○

○

○ ○

ウ．学用品等（中古品を含む）の無償給与
・相談があれば、付与することも可。新入生に付与することもあ
り。

Ⅴ その他

１．学校における保護者負担軽減に向けた取組の状況 ２．教育委員会における保護者負担軽減に向けた取組の状況
（１）教育委員会が把握している学校の取組（あてはまるものすべてに○）

（２）クの内容及び補足説明

就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童生徒に
対する貴市町村の取組・対応について，これまでの回答へ
の補足

（１） 教育委員会における取組（あてはまるもの全てに○）

（２）コの内容及び補足説明 （３）その他学校や教育委員会以外での取組

ウ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

エ．低廉
な学用品
等の使用

オ．使用
する学用
品等の精
選

カ．使用
する学用
品等の入
札・合見
積等の実
施

キ．把握
していな
い

ク．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

イ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

キ．学用
品費等の
購入費用
の貸付

ク．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，学用
品等の取
扱いに関
する通知
やマニュ
アルを提

ケ．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，他校
の取組状
況等を情
報提供

コ．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．自治
体内で学
用品等の
仕様の統
一

イ．自治
体内で学
用品等の
一括契
約・購入

ウ．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

エ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

オ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

カ．就学
援助とは
別に，学
用品費等
の一部助
成



①都道府県 ②市町村名

埼玉県 越谷市

埼玉県 蕨市

埼玉県 戸田市

埼玉県 入間市

埼玉県 朝霞市
埼玉県 志木市

埼玉県 和光市

埼玉県 新座市

埼玉県 桶川市
埼玉県 久喜市

埼玉県 北本市

埼玉県 八潮市

埼玉県 富士見市

埼玉県 三郷市
埼玉県 蓮田市

埼玉県 坂戸市

埼玉県 幸手市

埼玉県 鶴ヶ島市

埼玉県 日高市

埼玉県 吉川市

埼玉県 ふじみ野市

埼玉県 白岡市

埼玉県 伊奈町

Ⅵ 自由記述欄Ⅴ その他

１．学校における保護者負担軽減に向けた取組の状況 ２．教育委員会における保護者負担軽減に向けた取組の状況
（１）教育委員会が把握している学校の取組（あてはまるものすべてに○）

（２）クの内容及び補足説明

就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童生徒に
対する貴市町村の取組・対応について，これまでの回答へ
の補足

（１） 教育委員会における取組（あてはまるもの全てに○）

（２）コの内容及び補足説明 （３）その他学校や教育委員会以外での取組

ウ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

エ．低廉
な学用品
等の使用

オ．使用
する学用
品等の精
選

カ．使用
する学用
品等の入
札・合見
積等の実
施

キ．把握
していな
い

ク．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

イ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

キ．学用
品費等の
購入費用
の貸付

ク．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，学用
品等の取
扱いに関
する通知
やマニュ
アルを提

ケ．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，他校
の取組状
況等を情
報提供

コ．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．自治
体内で学
用品等の
仕様の統
一

イ．自治
体内で学
用品等の
一括契
約・購入

ウ．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

エ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

オ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

カ．就学
援助とは
別に，学
用品費等
の一部助
成

○

○ ○ ○

○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 学用品等の一括購入によるスケールメリットの活用 ○ ○ ○
小学校第５学年の宿泊を伴う校外活動におけるバスを教育委員会
で借り上げることにより、保護者の負担額を軽減している。

○ ○ ○ ○

○

○ ○

○ ○ ○ ○
○

○

○ ○

○ ○
学校で一律使用する学用品購入に際し、保護者負担を軽減するた
めの消耗品費を学校に割り当てている。

○
○

○
ウ．学用品等（中古品を含む）の無償給与
・希望する生徒への制服のリサイクル

○ ○

カ．就学援助とは別に，学用品費等の一部助成
・幸手市学校給食費補助金により、幸手市立学校又は特別支援学
校に在籍している児童及び生徒が2人以上いる保護者を対象に、2
人目の児童等は学校給食費に係る対象者の負担額の2分の1、3人
目以降の児童等は学校給食に係る対象者の負担額の10分の10の
補助を実施している。

○

○ ○

○ ○

○ ○

○
日本スポーツ振興センター災害共済掛金については、就学援助の
認定を受けた世帯からは、掛金を徴収しないものとしている。

○



①都道府県 ②市町村名

埼玉県 三芳町

埼玉県 毛呂山町

埼玉県 越生町

埼玉県 滑川町

埼玉県 嵐山町

埼玉県 小川町
埼玉県 川島町

埼玉県 吉見町

埼玉県 鳩山町

埼玉県 ときがわ町

埼玉県 横瀬町

埼玉県 皆野町

埼玉県 長瀞町
埼玉県 小鹿野町

埼玉県 東秩父村

埼玉県 美里町

埼玉県 神川町

埼玉県 上里町

埼玉県 寄居町

埼玉県 宮代町

埼玉県 杉戸町

埼玉県 松伏町

Ⅵ 自由記述欄Ⅴ その他

１．学校における保護者負担軽減に向けた取組の状況 ２．教育委員会における保護者負担軽減に向けた取組の状況
（１）教育委員会が把握している学校の取組（あてはまるものすべてに○）

（２）クの内容及び補足説明

就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童生徒に
対する貴市町村の取組・対応について，これまでの回答へ
の補足

（１） 教育委員会における取組（あてはまるもの全てに○）

（２）コの内容及び補足説明 （３）その他学校や教育委員会以外での取組

ウ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

エ．低廉
な学用品
等の使用

オ．使用
する学用
品等の精
選

カ．使用
する学用
品等の入
札・合見
積等の実
施

キ．把握
していな
い

ク．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

イ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

キ．学用
品費等の
購入費用
の貸付

ク．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，学用
品等の取
扱いに関
する通知
やマニュ
アルを提

ケ．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，他校
の取組状
況等を情
報提供

コ．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．自治
体内で学
用品等の
仕様の統
一

イ．自治
体内で学
用品等の
一括契
約・購入

ウ．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

エ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

オ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

カ．就学
援助とは
別に，学
用品費等
の一部助
成

○

○

○
ウ．学用品等（中古品を含む）の無償給与
・希望する生徒への制服のリサイクル

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○

町の子育て支援課にて、新小１の入学予定者の保護者に対して、
就学支援助成金事業を行っており、就学にあたり必要となる学用
品購入費相当額の地域通貨（町内の地域通貨取扱店で利用できる
共通商品券）を支給している。

○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○

○
○ ○

○ ○

○

○
社会福祉協議会が行っている生活困窮者支援の内容を学校だより
に掲載し保護者へ周知 ○

カ．就学援助とは別に，学用品費等の一部助成
保護者の経済的負担軽減のため、新入学一年生全員にランリュッ
クの購入費助成事業を行っている。

○

○

○ ○ ○

○

○


